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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 0520:2014 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 X 0520：0000 
 (ISO/IEC 15416：2025) 

自動認識及びデータ取得技術－バーコードシンボル

印刷品質の評価仕様－一次元シンボル 
Automatic identification and data capture techniques－Bar code print quality 

test specification－Linear symbols 
 

序文 

この規格は，2025 年に第 3 版として発行された ISO/IEC 15416 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，バーコードシンボルの特性を詳細に測定する方法，それぞれの測定値を評価する方法及び

シンボル品質を総合的に評価する方法について規定する。また，シンボルの特性が最適なグレードから外

れる原因に関する情報を示し，利用者が適切に機器の調節を行うことを可能にする。 

この規格は，参照復号アルゴリズムを定義し，線形走査方法を用いて読み取るシンボルに適用するが，

この方法は，部分的又は全体的に，それ以外のシンボルにも適用可能である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO/IEC 15416:2025，Automatic identification and data capture techniques－Bar code print quality test 

specification－Linear symbols（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項を構

成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS X 0500 自動認識及びデータ取得技術－用語 
注記 対応国際規格における引用規格： ISO/IEC 19762， Information technology－Automatic 

identification and data capture (AIDC) techniques－Vocabulary 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS X 0500 による。 
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3.1 
バー反射率（bar reflectance） 

バーエレメントの走査反射率波形における最小反射率値 

3.2 
欠陥（defect） 

エレメント及びクワイエットゾーン内に認められる不規則性 

3.3 
エッジコントラスト（edge contrast） 

隣接する二つのエレメントのバー反射率（3.1）とスペース反射率（3.13）との差 

3.4 
エレメント反射率の非均一性（element reflectance non-uniformity） 

個々のエレメント又はクワイエットゾーンの走査反射率波形における，最も高い山（3.9）と最も低い

谷（3.15）との反射率差 

3.5 
全域的しきい値（global threshold） 

エレメントの初期識別を行う際に用いる反射率レベル 

注釈 1 全域的しきい値は，附属書 B に規定する手順によって決定する。 

3.6 
測定領域（inspection band） 

バーコードシンボルの高さのおおむね 10 %～90 %を対象とする，測定を行う範囲 

注釈 1 測定領域については，図 2 を参照。 

3.7 
測定開口（measuring aperture） 
代替用語：開口（aperture） 

シンボルの有効な標本化領域（3.10）を決定する，倍率 1：1 のときに，その寸法が標本化領域の寸法

と等しい開口部 

注釈 1 測定開口については，図 1 を参照。 

3.8 
モジュレーション（modulation） 

最小エッジコントラストとシンボルコントラストとの比 

3.9 
山（peak） 

走査反射率波形において，両側に低い反射率点がある高い反射率点 

3.10 
標本化領域（sample area） 

測定装置の視野内に入る，シンボルの有効な領域 

3.11 
走査線（scan path） 
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標本化領域（3.10）の中心が，クワイエットゾーンを含むシンボルを横切って通過する線 

3.12 
スペース（space） 

走査反射率波形の全域的しきい値（3.5）より高い領域に対応する明エレメント 

3.13 
スペース反射率（space reflectance） 

スペースエレメント又はクワイエットゾーンの走査反射率波形における最大反射率値 

3.14 
シンボルコントラスト（symbol contrast） 

走査反射率波形における最大反射率値と最小反射率値との差 

3.15 
谷（valley） 

走査反射率波形において，両側に高い反射率点がある低い反射率点 

4 記号及び略語 

4.1 記号 
A 特定のタイプのエレメント又はエレメントの組合せの平均実測幅 

c 欠陥調整定数 

DF 欠陥 

DT 2 値幅シンボル体系における細エレメントと太エレメントとの間の参照しきい値 

E 太エレメントの最も狭い幅 

e 細エレメントの最も広い幅 

ei シンボルキャラクタの先頭エッジから i 番目の同種エッジまでの幅測定 

F エレメント内の山及び谷の小さな変動に起因する欠陥グレードへの影響を緩和するための係数 

K 測定値と参照しきい値との差の絶対値の最小値 

k (n, k) シンボル体系におけるシンボルキャラクタ内のエレメント組数 

M A から最も離れた実測エレメント幅 

m 1 シンボルキャラクタ内のモジュール数 

N 実測した太細比の平均値 

n (n, k)シンボル体系の 1 シンボルキャラクタ内のモジュール数 

注記 対応国際規格の記号表記は，大文字の“N”であったが，“n”の誤記であり，修正して記

載した。 

PCS プリントコントラストシグナル値 

Rb バー反射率 

RD 暗反射率 

RL 明反射率 

Rmax 最大反射率 

Rmin 最小反射率 
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RMOD モジュレーション 

Rs スペース反射率 

ΔREmin 最小エッジコントラスト 

ΔRNmax エレメント反射率非均一性の最大値 

ΔRsc シンボルコントラスト 

S 1 キャラクタの全幅 

t グレースケール値 

Tj j 個及び（j＋1）個のモジュール幅の測定間の参照しきい値 

TG バーとスペースとの間の全域的しきい値 

V 1 走査に対する復号容易度の値 

V1 上側復号容易度中間値 

V2 下側復号容易度中間値 

VC 1 シンボルキャラクタに対する復号容易度の値 

X 公称細エレメント寸法 

Z 実測された細エレメント寸法又はモジュール寸法の平均値 

4.2 略語 
EC エッジコントラスト（edge contrast） 

ERN エレメント反射率の非均一性（element reflectance non‑uniformity） 

GT 全域的しきい値（global threshold） 

MOD モジュレーション（modulation） 

PCS プリントコントラストシグナル（print contrast signal） 

SC シンボルコントラスト（symbol contrast） 

SRP 走査反射率波形（scan reflectance profile） 

5 測定方法 

5.1 一般的な要求事項 

この規格で規定する測定方法は，様々な基材に印刷されたバーコードシンボルの，反射率並びにバー及

びスペース幅の測定結果の一貫性を最大化するように意図している。また，この方法は，バーコード走査

機器（バーコードリーダ）が採用する読取り条件と整合することも意図している。 

測定は，所定の光源（例えば，単一波長の光源）と，アプリケーション仕様で定めるか又は 5.2.1 及び

5.2.2 に従って定めた測定開口径とを用いて行わなければならない。円形開口の場合は，その直径を表 1 に

よって定めている。なお，アプリケーション仕様によって，他の開口径又は形状を定めてもよい。 

可能な限り，バーコードシンボルの最終形態，すなわち，そのバーコードシンボルを走査することを意

図した形態で測定しなければならない。不可能な場合には，附属書 D の透明な基材の反射率測定に用いる

方法を参照。 

この規格は，個々のシンボルに対する品質グレードを得るための方法を定めている。附属書 H には，こ

の規格の方法を実装した装置による総合グレード及び各種測定値を含む報告書例を示す。大量品質管理に
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この方法を適用する場合，所定の結果を得るためにサンプリングが必要となることがある。このようなサ

ンプリング計画（必要サンプリング数を含む。）は，この規格の適用範囲外である。 

注記 サンプリング計画に関する情報は，ISO 3951-1，ISO 3951-2，ISO 3951-3，ISO 3951-5 及び ISO 
28590 に示されている。 

5.2 基準反射率の測定 

5.2.1 一般 

この規格に従ってバーコードシンボルの品質を評価する装置は，両側のクワイエットゾーンを含んでシ

ンボルの全幅を横切る多数の走査線に沿って，バーコードシンボルの拡散反射の変化を測定し，解析する

手段を含んでいなければならない。この方法は，シンボルからの拡散反射の測定を基礎としている。 

バーコードシンボル上の全ての測定は，5.2.5 に規定する測定領域内で行わなければならない。 

測定した反射率値は，国家計量機関にトレーサビリティが確保された基準反射率標準を用いて校正し，

百分率（%）で表さなければならない。 

注記 従来，硫酸バリウム又は酸化マグネシウムに匹敵する最大拡散反射率を 100 %とみなしている。 

5.2.2 測定光源 

測定に用いる光源は，意図する読取環境に適合するようアプリケーション仕様で指定するのが望ましい。

光源がアプリケーション仕様で規定されていない場合は，読取プロセスで用いることが予測される光源に

最も近い光源を用いて測定するのが望ましい。光源には，狭帯域又は広帯域の照明を用いてもよい。光源

の選択指針は，附属書 F を参照。 

5.2.3 測定開口 

測定開口部の公称直径は，意図する読取環境に合致するように，利用者のアプリケーション仕様に指定

するのが望ましい。X 寸法がある幅をもつ可能性がある用途では，全ての測定は，アプリケーションに適

切な測定開口を用いなければならない。アプリケーションによっては，想定される最小の X 寸法に対応す

る開口，又はシンボルの X 寸法に応じた可変開口を指定してもよい。アプリケーション仕様に測定開口径

が指定されていない場合，表 1 を指針として用いるのがの望ましい。X 寸法が定義されていない場合には，

代わりに Z 寸法を使用しなければならない。 

注記 1 測定開口径の選定は，シンボルグレードを一貫して測定するために極めて重要である。測定開

口の大きさによっては，検証過程でシンボル内の空隙が“埋められる”かどうかに影響を及ぼ

す。 したがって，公称モジュール寸法及び想定される読取環境に基づく測定開口の選択は，ア

プリケーションに適した測定結果につながる。開口が小さ過ぎると，意図しない空隙を埋めず

低いグレード又は読取不能シンボルの原因となる。逆に大きすぎると個々の細いモジュールが

ぼやけてモジュレーションが低下し，場合によっては，細幅要素をもつシンボルでは復号不能

となることがある。 

注記 2 実際の機器は，製造公差及び光学特性によって実効測定開口径にばらつきが生じ，測定にばら

つきが発生する。測定の許容範囲は，JIS X 0521-1 に規定されている。 

指定された開口径及びシンボル内のエレメント寸法によっては，一部の細エレメント幅が，測定開口径

より小さくなることがある。 

表 1－測定開口部の直径選択の指針 
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X 寸法 
mm 

測定開口直径 
mm 

参照番号 

0.100≦X＜0.180 0.075 03 
0.180≦X＜0.330 0.125 05 
0.330≦X＜0.635 0.250 10 

0.635≦X 0.500 20 
 注記 開口の参照番号は，測定開口径を 25.0 µm で除した

もので，これは測定開口径を 1 000 分の 1 インチ単

位で表した値に近似している。 

注記 3 測定開口は，レンズの開口（F 値）との混同に注意が必要である。 

5.2.4 光学的配置 

反射率測定のための参照光学的配置は，次の項目から成る。 

a) 試料面に対する垂線から 45°の角度で，標本化領域を均一に照明する光源。その光源を含む平面は，試

料面に対し垂直でなければならず，かつ，バーと平行でなければならない。 

b) 光を収集する装置。その軸は，試料面に対して垂直である。 

円形の標本化領域からの反射光は，試料面に対して垂直方向に，円形の測定開口を通して頂角 15°の円

すい（錐）内に集めなければならない。倍率 1：1 の位置にある開口径は，標本化領域の寸法に等しくする。 

注記 1 図 1 は，光学的配置の原理を図示したものであるが，実際の装置を示すことは意図していない。 

この参照配置は，シンボルからの鏡面反射の影響を最小にし，拡散反射の影響を最大にすることを意図

している。また，測定に一貫性をもたせるための参照基準を提供することを意図している。しかし，個々

の走査システムの実際の光学的配置は，この参照光学的配置と常に完全に一致するわけではない。この細

分箇条で規定する参照光学的配置の性能と相関付けができる場合には，代替の光学的配置及び構成要素を

使ってもよい。 

アプリケーションによっては，一次元シンボルと二次元シンボルとの両方を扱うのが一般的である。二

次元シンボルの品質評価で用いる光学セッティングは，通常 4 方向から 45°の角度での照明を用いる。二

次元シンボルの品質評価にも使用する検証器をアプリケーションで使用することが好ましい場合，アプリ

ケーション仕様では，ISO/IEC 15415 の参照光学的配置（1 方向ではなく 4 方向から 45°の角度で照明を行

い，既定値として照明指定子“/45Q”で示す。）を指定することを検討してもよい。 

注記 2 照明指定子“/45Q”を既定値とするアプリケーション仕様については，ISO/IEC 15415 に規定

する光学的配置を参照。 
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記号説明 

1：光感応素子 

2：倍率 1：1 の位置にある開口部（測定値 6＝測定値 7） 

3：制限版 

4：試料 

5：光源 

6：像距離 

7：対物距離 

8：レンズ 

α：入射光の角度 

ϕ：集光円すい（錐）角 

図 1－参照光学的配置 

5.2.5 測定領域 

全ての測定走査線を含まなければならない領域は，図 2 に示すとおり，シンボルの高さ方向に垂直な 2
本の線の間になければならない。下側の線は，シンボルのバーパターンの平均下端からある間隔だけ離れ

て上に位置し，上側の線は，シンボルのバーパターンの平均上端から同じ間隔だけ離れて下に位置しなけ

ればならない。この間隔は，平均バー高さの 10 %か，又は測定開口径のうち，いずれか大きい値とする。

測定領域は，クワイエットゾーンを含む，シンボルの全幅まで及ばなければならない。 
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記号説明 

1：測定領域（通常，平均バー高さの 80 %） 

2：平均バー高さの 10 %又はこれより開口径が大きい場合は開口径とし，測定領域より上側

に設定 

3：平均バー高さの 10 %又はこれより開口径が大きい場合は開口径とし，平均バー下端より

上方に設定 

4：クワイエットゾーン 

5：走査線 

6：平均バー下端 

図 2－測定領域 

5.2.6 走査回数 

バーの高さ方向の，異なる位置でのシンボルの特性変動の影響に備えるため，適切な測定開口径と規定

された波長とをもつ光源で，両側のクワイエットゾーンを含めたシンボルの全幅を横切って何本か走査し

なければならない。これらの走査は，測定領域内でほぼ等間隔に行わなければならない。シンボルごとの

最低走査回数は，10 回又は測定領域の高さを測定開口径で除した値のいずれか小さい方とする。走査回数

の指針については，附属書 G を参照。 

シンボルの総合品質グレードは，箇条 6 に従って，個々の走査の品質グレードを平均して決定する。 

5.3 走査反射率波形 

バーコードシンボルの品質評価は，走査反射率波形の解析に基づいて行われなければならない。走査反

射率波形は，シンボルを横切る直線距離に対する反射率のプロットである。走査速度が一定でない場合，

反射率をプロットする測定装置は，加速又は減速の影響を補う手段を用意することが望ましい。プロット

が連続的なアナログ波形ではない場合，全ての重要な詳細が失われることなく，かつ寸法精度が適切に保

たれるよう，測定間隔を十分に小さく設定することが望ましい。 

注記 測定の許容範囲は，JIS X 0521-1 に規定されている。 
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図 3 は，走査反射率波形を図示したものである。縦軸は，反射率を，横軸は，位置を示す。反射率が高

い領域は，スペースで，反射率が低い領域は，バーである。左右両端の反射率の高い領域は，クワイエッ

トゾーンである。走査反射率波形の重要な特徴は，手動によるグラフ解析又は数値解析によって自動的に

決定することが可能である。例えば，図 3 の走査反射率波形の最大反射率は約 82 %で，最小反射率は約

10 %である。 

 
記号説明 

P：位置 

R：反射率 

図 3－走査反射率波形 

5.4 走査反射率波形における評価パラメタ 

5.4.1 一般 

5.4.2～5.4.9 に規定する走査反射率波形パラメタは，この規格に従って評価しなければならない。走査反

射率波形パラメタのグレード付け方法については，6.2 に記載している。図 4 は，図 3 と同じ走査反射率波

形に幾つかの特徴を追記したものである。 

 
記号説明 

A：クワイエットゾーン（右及び左） E：全域的しきい値 
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B：Rmax は，上位 3 %の平均値 R：反射率 
C：ΔREmin P：位置 
D：Rmin は，下位 3 %の平均値  

図 4－走査反射率波形の特徴 

5.4.2 エレメントの判定 

エレメントがバーかスペースかを判定するには，全域的しきい値を設定しなければならない。全域的し

きい値 TG は，附属書 B のアルゴリズムによって計算しなければならない。 

注記 1 附属書 B のアルゴリズムの使用は，この規格の改正による新しい要素であり，走査反射率波形

における反射率の極値が微小変動することに起因する全域的しきい値の変動によって生じる

グレードのばらつきを抑えることを目的としている。 

全域的しきい値より上にある各々の領域は，スペースとみなし，それぞれの領域内の最大反射率をスペ

ース反射率 Rs とする。同様に，全域的しきい値より下にある領域は，バーとみなし，それぞれの領域内の

最小反射率をバー反射率 Rb とみなす。 

各スペースについては，Rs－TG が，全域的しきい値を上回る反射率マージンを示す。各バーについては，

TG－Rb が，全域的しきい値を下回る反射率マージンを示す。いずれかのエレメントに対する最小反射率マ

ージンがシンボルコントラストの 5 %未満となる場合には，警告を表示するのがよい。この警告について

は，エッジ判定に関してこのシンボルが不合格に近い可能性があることを使用者に警告するのが望ましい。 

注記 2 この警告については，必須ではないが，特にエッジ判定の断続的な失敗によってシンボルグレ

ードが変動する場合，有用な情報として検証器の利用者に推奨される。 

5.4.3 エッジの判定 

エレメントエッジは，走査反射率波形が，隣り合う二つの領域の Rs と Rb との中間点，すなわち，反射率

が (Rs＋Rb) /2 となる点と交差する位置にあるものと定義する。隣接するエレメントの間でこの定義を満足

する二つ以上の点が存在する場合，エッジ位置及びエレメントの幅が不明瞭となり，その走査反射率波形

は，復号パラメタの失敗としなければならない。クワイエットゾーン及びキャラクタ間ギャップは，ある

場合は，スペースとみなす。 

5.4.4 復号 

5.4.2 及び 5.4.3 で判定したエレメントエッジを用いて，シンボル体系参照復号アルゴリズムに従いシン

ボルを復号する。このアルゴリズムは，シンボル体系仕様で確認可能である。 

5.4.5 シンボルコントラスト 

シンボルコントラストは，次の算式によって計算する。 

ΔRSC＝Rmax－Rmin 
ここで， Rmax： 左及び右のクワイエットゾーンの範囲で

区切られた走査反射率波形内のサンプリ

ングされた反射率値のうち，上位 3 %の

平均値 
 Rmin： 左及び右のクワイエットゾーンの範囲で

区切られた走査反射率波形内のサンプリ

ングされた反射率値のうち，下位 3 %の
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平均値 

注記 Rmax 及び Rmin を平均値で算出する方法は，この規格の改正によって新たに導入された手法であり，

鏡面反射によって引き起こされる場合がある（ただし，それだけが原因ではない）異常な反射率

の小さな領域による測定のばらつきを低減することを目的としている。 

5.4.6 エッジコントラスト 

エッジコントラストは，クワイエットゾーンを含む隣接するエレメントの Rs と Rb との差である。エッ

ジコントラストは，シンボル内の各エッジで計算され，走査反射率波形内のエッジコントラストの最低値

が，最小エッジコントラストである。 

5.4.7 モジュレーション 

モジュレーションは，次の式によって算出する。 

ΔRMOD＝ΔREmin / ΔRSC 

注記 対応国際規格には，ΔRMOD＝ΔRNmax / ΔRSC と記載されているが，明らかな誤りなので，ΔRNmax を

ΔREmin に修正した。 

5.4.8 欠陥 

欠陥とは，エレメント及びクワイエットゾーンに見られる不均一部のことである。欠陥は，エレメント

反射率の非均一性として測定される。 

個々のエレメント又はクワイエットゾーンにおけるエレメント反射率の非均一性とは，最も高い山の反

射率と最も低い谷の反射率との差である。一つのエレメントが一つの山又は一つの谷で形成されているな

らば，非均一性は，ゼロである。走査反射率波形中に見られるエレメント反射率非均一性の最大値が，最

大エレメント反射率の非均一性である。欠陥値は，最大エレメント反射率の非均一性 ΔRNmax のシンボルコ

ントラストに対する比で表現される。エレメントの非均一性は，a)～c)によって補正を施され，d)によって

反射率の小さな変動が影響しすぎないように計算される。 

a) 欠陥調整定数 c を c=0.075×ΔRSC と定義する。ここで，ΔRSC は，走査反射率波形のシンボルコントラス

トである。 

注記 1 c は，次を意味している。 

－ 測定の不安定性を除去するための小さな“ノイズ”成分 

－ バーコードリーダが無視可能なほど小さなコントラスト差 

注記 2 この規格の改正前の“欠陥”の従来定義では，定数 c を 0 としていた。 

b) 各バーエレメントについて，次のようにする。 

1) エレメント内の正の山ごとに，次を行う。 

i) エレメント内で左側にある最も低い谷 RminLeft を見つける。 

ii) エレメント内で右側にある最も低い谷 RminRight を見つける。 

iii) ERNleft を，対象としている山の最大値－RminLeft で求める。 

iv) ERNright を，対象としている山の最大値－RminRight で求める。 

v) ERNleft と ERNright とのうち，小さい方を，ERN′（ダッシュ付き ERN）とする。 

vi) ERN′≧c ならば，F＝1 とする。ERN′＜c ならば，F＝ERN′/c とする。 
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vii) この山だけに対する暫定 ERN 値を，F×max(ERNleft, ERNright)とする。 

2) 上記 b) 1)の全ての手順の反復処理で得られた暫定 ERN の最大値をこのエレメントの ERN とする。 

c) 各スペースエレメントについても，b)と同様に次のようにする。 

1) 各負の谷（局所最小値）ごとに，次を行う。 

i) エレメント内で左側にある最も高い山 RmaxLeft を見つける。 

ii) エレメント内で右側にある最も高い山 RmaxRight を見つける。 

iii) ERNleft を，RmaxLeft－対象としている谷の最小値で求める。 

iv) ERNright を，RmaxRight－対象としている谷の最小値で求める。 

v) ERNleft と ERNright とのうち，小さい方を ERN′（ダッシュ付き ERN）とする。 

vi) ERN′≧c ならば，F＝1 とする。ERN′＜c ならば，F＝ERN′/c とする。 

vii) この谷に対する暫定 ERN 値を，F×max(ERNleft, ERNright)とする。 

2） 上記 c) 1)の全ての手順の反復処理で得られた暫定 ERN の最大値をこのエレメントの ERN とする。 

d） 全体走査における b) 2)及び c) 2)で導出した全ての ERN 値のうち，最大の値を ΔRNmax とする。 

DF ＝ ΔRNmax / ΔRSC 

このアルゴリズムの動作例として，SRP の一部を示した三つの例を図 5 に示す。それぞれの例では，一

つ以上の山及び谷を含むバーエレメントの反射率を示している。水平線 TG は，全域的しきい値を表す。図

5 の記号 M は，反射率差を示し，シンボルコントラストに基づいて定義される定数 c を表す。 

図 5 に示した左側の SRP の a)は，点 B と点 A との反射率差が M よりも小さいため，欠陥値が軽減され

る一例である。欠陥値が軽減される理由は，A と B との反射率差である ERNleft が非常に小さく（特に，M
よりもはるかに小さい。），手順 c) vi)における係数 F もそれに応じて小さくなるからである。したがって，

このエレメントの欠陥は，B と C との反射率差に小さな係数を乗じたものとなる。 

図 5 に示した中央の SRP の b)は，エレメント内に複数の山及び谷がある例であるが，ERNleft（E と D と

の差）が M よりはるかに大きくなっている。このため，手順 c) vi)で係数 F が 1 となるため，欠陥値は，

手順 c) vii)で影響を受けない。 

図 5 に示した右側の SRP の c)は，局所的に ERNleft 及び ERNright が条件ごとに異なるものの，ここのアル

ゴリズムに関する限り中央の b)の例と実質的に同等である。特に，F と G との反射率差は，M よりはるか

に大きく，そのため手順 c) vi)で係数 F が 1 となる。 

a) 欠陥値が低減される例 b) 欠陥値が低減されない例 c) 欠陥値が低減されない例 

記号説明 

A：第 1 例のエレメントの局所的最小値（谷） 

B：第 1 例のエレメントの局所的最大値（山） 
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C：第 1 例のエレメントの最小点 

D：第 2 例のエレメントの最小点 

E：第 2 例のエレメントの局所的最大値（山） 

F：第 3 例のエレメントの局所的最大値（山） 

G：第 3 例のエレメントの最小点 

図 5－ERN 算出の図例 

5.4.9 復号容易度 

バーコードシンボルの復号容易度とは，適切な参照復号アルゴリズムを基準としてどの程度正確に生成

されたかを示す尺度である。バーコード読取装置は，一般に，復号容易度が低いシンボルに対するよりも，

復号容易度が高いシンボルに対してより高い読取性能を示すと期待することが可能である。 

各々のバーコードシンボル体系の公称寸法を定める規則は，それぞれのシンボル体系仕様に示されてい

る。参照復号アルゴリズムは，エレメント幅又はその他の測定値の判定を行うために，一つ以上の参照し

きい値を規定することによって，印刷及び読取りにおける誤差に対し，適切な余裕度を認めている。 

走査反射率波形の復号容易度は，印刷工程で使われず，読取工程で利用可能な余裕度の割合である。走

査反射率波形における復号容易度の値 V を算出する場合，該当するシンボル体系仕様の参照復号アルゴリ

ズムによって要求される測定値を考慮しなければならない。次の段落において，“測定値”は，次のいずれ

かを指す。 

－ 参照復号アルゴリズムで，直接単一エレメント幅を用いる体系（例えば，Code 39）における単一エレ

メント幅 

－ 復号にエッジから類似エッジまでの測定を使用するシンボル体系（例えば，Code 128）における隣接

する二つ以上のエレメント合計幅 

復号容易度の値は，次の事項を参照して算出する。 

a) 走査反射率波形における特定の種類の測定値［例えば，細エレメント幅又は公称で 2（若しくは 3，4
など）モジュールに相当するバー＋スペースの組合せ］の平均実測幅 A 

b) A と同じ種類の測定に対して適用される参照しきい値（DT） 

c) A から参照しきい値方向に最も大きく逸脱している実測値 M 

V は，次の式で算出することが可能である。 

V = | (DT－M)／(DT－A) | 
ここで， |   | ： 絶対値 
 (DT－M)： 印刷ばらつきで使われずに残った余裕度 
 (DT－A)： 理想的なエレメント寸法に基づく理論上

の全余裕度 

図 6 に，この原理を示す。 



14 
X 0520：0000 (ISO/IEC 15416：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 
記号説明 

A：平均エレメント幅 D：利用可能な全余裕度 
B：最も逸脱したエレメントの幅 E：残余の余裕度 
C：参照しきい値  

斜線部は，A と同種の測定値（例えば，細エレメント）の範囲を表す。 

図 6－復号容易度測定の原理 

二値幅シンボル体系又は(n, k)シンボル体系に適用できる，より具体的な算出式については，附属書 A に

規定している。また，シンボル体系ごとに固有な復号容易度の算出方法については，該当するシンボル体

系仕様も参照するのがよい。 

5.4.10 クワイエットゾーンの確認 

平均細エレメント幅 Z を算出し，この寸法に基づいてクワイエットゾーンを再設定しなければならない。

最初の走査反射率波形解析に使用した Rmax，クワイエットゾーンの ERN 及びクワイエットゾーンの Rsは，

再設定されたクワイエットゾーンから得られた新しい値と比較しなければならない。値が異なる場合，走

査反射率波形が影響を受けた部分については，繰り返し行わなければならない。 

6 シンボルのグレード付け 

6.1 一般 

実際のアプリケーションでは，異なる種類のバーコード読取機器を異なる条件下で使用する結果として，

所定の性能を確保するために必要なバーコードシンボルの品質レベルは，異なる。したがって，アプリケ

ーション仕様は，この規格に従い E.3 の指針に基づき，シンボルグレードで必要な性能を定義することが

望ましい。 

シンボルのグレード付けは，測定時の条件下におけるシンボル品質の相対的指標を得るために用いなけ

ればならない。各走査反射率波形は，解析し，0.1 刻みで 4.0～0 の降順にグレードを付与する。グレード

4.0 は，最高品質を，グレード 0 は，不合格を示す。各走査反射率波形のグレードは，その走査反射率波形

内のいずれかのパラメタの中で最低のグレードとしなければならない。シンボルの総合グレードは，走査

反射率波形の全グレードの算術平均値としなければならない。ただし，同一シンボルの 2 回の走査で異な

るデータが復号された場合は，走査反射率波形の各グレードにかかわらず，シンボルの総合グレードは，

0 としなければならない。シンボル品質のグレード付けの例を附属書 C に示す。走査反射率波形及びグレ

ードの解釈については，附属書 E を参照。附属書 I では，この規格で記載する方法に関する情報を，従来

方法とみなされるバーコード印刷品質管理の他の旧来の方法と比較している。 

低品質グレードの原因を明らかにするには，E.2 に記載されているとおり，該当する走査反射率波形中

の各パラメタのグレードを確認する必要がある。プロセス管理用途では，全走査反射率波形から得られた

各パラメタのグレードの平均値が有用な指標となることが多い（J.5 参照）。グレードだけで十分な説明が
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得られない場合，走査反射率波形のプロットを詳細に確認する必要がある場合もある。 

6.2 走査反射率波形のグレード付け 

6.2.1 一般 

走査反射率波形のグレードは，次に示す項目のうち，最も低いグレードとしなければならない。 

a) 復号 

b) シンボルコントラスト 

c) 最小反射率（Rmin） 

d) 最小エッジコントラスト（ΔREmin） 

e) モジュレーション 

f) 欠陥 

g) 復号容易度 

h) アプリケーション仕様又はシンボル仕様で課された追加要件 

これらのパラメタは，上記の順番で測定するのが適切である。 

6.2.2 復号 

復号可能なシンボルは，シンボル体系仕様，特にキャラクタの符号化，スタートパターン及びストップ

パターン，シンボルチェックキャラクタ，クワイエットゾーン並びにキャラクタ間ギャップ（該当する場

合）に適合しなければならない。走査反射率波形が参照復号アルゴリズムを用いて復号できない場合，そ

のシンボルは，不合格のグレード 0 としなければならない。そうでない場合，グレード 4.0 としなければ

ならない。 

6.2.3 反射率パラメタのグレード付け 

シンボルコントラスト，モジュレーション及び欠陥は，それぞれの値に応じて 0.1 刻みで 4.0～0 でグレ

ード付けする。最小反射率及び最小エッジコントラストのグレード付けは，4.0 又は 0 のいずれかとする。

これらのパラメタは，相互に依存しており，併せて考慮する必要がある。 

表 2 に，各グレードに対応するパラメタ値を示す。 

表 2－反射パラメタのグレード付け 

グレード Rmin ΔRSC ΔREmin RMOD DF 

4.0 ≦0.5 Rmax ≧0.70 ≧0.15 ≧0.70 ≦0.15 

3.0～3.9 − ≧0.55 かつ＜0.70 − ≧0.60 かつ＜0.70 ≦0.20 かつ＞0.15 

2.0～2.9 − ≧0.40 かつ＜0.55 − ≧0.50 かつ＜0.60 ≦0.25 かつ＞0.20 

1.0～1.9 − ≧0.20 かつ＜0.40 − ≧0.40 かつ＜0.50 ≦0.30 かつ＞0.25 

0～0.9 − ≧0.15 かつ＜0.20 − ≧0.30 かつ＜0.40 − 

0 ＞0.5 Rmax ＜0.15 ＜0.15 ＜0.30 ＞0.30 

SC，MOD 及び欠陥については，評価値を各グレードの範囲内で線形補間し，その値を小数点以下第 2
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位で切り捨てたグレードを算出しなければならない。例えば，SC が 52 %の場合は，グレード 2.8 となり，

MOD が 0.69 の場合は，グレード 3.9 となる。SC の例の場合，SC グレードの小数部分は，測定値（52 %）

がグレード 2 の最小値（40 %）を超える量の，グレード 2 での範囲（15 %）に対する割合として算出され

る。すなわち，［(52 % － 40 %) / 15 % = 0.8］として算出され，結果，2.0＋0.8＝2.8 となる。最も低い範囲

（グレード 1.0 未満）では，グレード 1 から 0 への線形補間とするが，欠陥については，0.30 を超える値

は，全てグレード 0 とする。 

注記 小数点以下第 2 位の切り捨てによって，境界値未満の値が上位グレードとして繰り上がることは

ない。例えば，SC が 69.9 %の場合，グレードは，3.9 となり，4.0 にはならない。 

6.2.4 復号容易度 

各走査反射率波形の復号容易度の値 V は，附属書 A に規定する当該シンボル体系の種類に応じた式に従

って算出し，必要に応じてシンボル体系仕様に規定する当該シンボル体系固有の式で補足しなければなら

ない。復号容易度は，表 3 に示す各グレードの範囲内で，小数点以下第 2 位で切り捨て，4.0～0 の範囲で

グレード付けする。例えば，V＝0.56 の場合は，グレード 3.5，V＝0.20 の場合は，グレード 0.0 となる。 

表 3－復号容易度のグレード 

V グレード 

≧0.62 4.0 

≧0.50 かつ＜0.62 3.0～3.9 

≧0.37 かつ＜0.50 2.0～2.9 

≧0.25 かつ＜0.37 1.0～1.9 

≧0.20 かつ＜0.25 0.0～0.9 

＜0.20 0 

 

6.3 シンボルグレードの表記 

シンボルグレードは，測定光源及び測定開口と組み合わせて表記した場合にだけ意味をもつ。グレード

は，次の形式で示すことが望ましい。 

G/A/L/Y 
ここで， G： シンボルの総合グレード，すなわち，走査反

射率波形の全グレードの算術平均値を小数第 1
位まで求めた値 

 A： 表 1 による開口参照番号 
 L： 光源。狭帯域照明の場合は，光源ピーク波長

（単位 nm），白色（広帯域）照明の場合は

“W”の文字，又はアプリケーション仕様で

定めるその他の指定子 
 Y： 照明角度（既定の/45 の場合は省略可能）で，

必要に応じて照明指定子を表示する。 

例えば，2.7/05/660 は，0.125 mm 開口（参照番号 05），660 nm 光源で測定された走査反射率波形のグレ

ード平均値が 2.7 であることを示す。 

4 方向からの照明を使う ISO/IEC 15415 に規定された検証器セッティングを使用する場合（5.2.4 参照）
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には，照明指定子を正式なグレードに含めて，例えば，/45Q（45°からの 4 方向照明）のように明示しなけ

ればならない。 
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附属書 A 
（規定） 
復号容易度 

A.1 一般 

この附属書は，参照復号アルゴリズムによって参照しきい値が定義されているシンボル体系の復号容易

度の値 V を計算するための一般的な公式を規定する。これらの公式は，個別のシンボル体系に固有の追加

の式で補足される場合があり，その場合，追加の式は，当該のシンボル体系仕様に規定される。 

A.2 2 値幅シンボル体系 

各走査反射率波形で，シンボル全体に対して Z 及び N を計算する。 

各シンボルキャラクタ又は補助パターンごとに，参照復号アルゴリズムに従い参照しきい値（DT）を算

出する。 

次に，次の式によって計算する。 

V1＝(DT－e) / (DT－Z) 

V2＝(E－DT) / [(N×Z)－DT] 

Vc は，V1 及び V2 のいずれか小さい方の値である。 

走査反射率波形に対する復号容易度の値 V は，全てのシンボルキャラクタ又は補助パターンに対する Vc

の最低値とする。 

A.3 エッジから類似エッジまでの寸法で復号できるシンボル体系［(n, k) シンボル体系］ 

それぞれの走査反射率波形において，必要であれば，シンボル全体に対する Z を計算する。 

Z＝(S の平均) /n 

それぞれのシンボルキャラクタごとに，一連の参照しきい値 Tj を次のように決定する。 

－ 全ての j＝1 から n－2（k－1）について 

Tj＝[(j＋0.5)×S] /n 

－ 全ての i＝1 から 2（k－1）及び全ての j＝1 から n－2（k－1）について，K は，（ei－Tj）又はこれまで

の K のいずれか小さい方の値とする。ここで，ei は，要素 i の先端から要素（i＋2）の先端までの寸

法である。 

したがって，VC＝K/ (S/2n)となる。 

走査反射率波形に対する復号容易度の値 V は，全てのシンボルキャラクタ又は補助パターンに対する VC

の最低値とする。 
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附属書 B 
（規定） 

しきい値計算アルゴリズム－アルゴリズムの説明 

左及び右のクワイエットゾーンの範囲で区切られた走査反射率波形内のサンプリングされた全反射率値

のヒストグラムを作成し，次の手順で処理を行う。 

a) 変数 minVariance を十分に大きな値で初期化し，Tmin 及び Tmax をゼロで初期化する。 

b) 各グレースケール値 t について，最低のグレースケール値から最高のグレースケール値まで（8 ビッ

トイメージセンサの場合 0～255）順に処理を行う。 

1) t 未満の画素の平均値及び分散値を計算し，それぞれ MeanDark 及び VarianceDark とする。 

2) t 以上の画素の平均値及び分散値を計算し，それぞれ MeanLight 及び VarianceLight とする。 

3) Variance＝VarianceLight＋VarianceDark を計算する。 

4) Variance＜minVariance の場合，Variance を minVariance に保存し，t を Tmin に保存する。 

5) Variance＝minVariance の場合，t を Tmax に保存する。 

注記 この手順は，分散値が同一となる場合を解消するために用いられる。Tmin は，分散値が最小

となる最小のグレースケール値で，Tmax は，分散値が最小となる最大のグレースケール値で

ある。 

c) Tmax がゼロの場合，最適しきい値 T は，Tmin とする。そうでない場合は，T＝(Tmin＋Tmax) / 2 とす

る。 
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附属書 C 
（参考） 

シンボル品質グレード付けの例 

C.1 個々の走査反射率波形のグレード 

この附属書は，900 nm（赤外）光源及び 0.125 mm の開口径を用いた測定を想定し，図 3 に示したものと

類似の走査反射率波形のグレード決定方法を例示する。この例における特定の値は，説明のためのもので

あり，図 3 と完全に一致するとは限らない。 

図 3 を参照し，走査反射率波形のグレード付けをするために，実際の反射率値を図示的に求めることが

可能である。 

最小反射率 Rmin は，10 %で，一方，最大反射率 Rmax は，82 %である。全域的しきい値は，附属書 B によ

って 46 %と算出される。Rmin は，次の値未満であるため，（0.5×Rmax）の判定条件を満たしている。 

0.5 × 82 %＝41 % 

シンボルコントラストは，次のとおりとなる。 

ΔRSC＝82 %－10 %＝72 % 

最小エッジコントラスト ΔREmin は，エッジ 4 において生じ，ここでは，Rs 及び Rb は，それぞれ 76 %及

び 34 %である。ΔREmin は，76 %－34 %＝42 %である。 

RMOD＝42 %/72 %＝0.58 

最大エレメント反射率の非均一性（ΔRNmax），すなわち，走査反射率波形内の最大非均一性又は欠陥は，

エレメント 7 のバー内ボイドの結果として確認することが可能である。ΔRNmax は，36 %－24 %＝12 %に等

しい。ΔRNmax は，バー，スペース又はクワイエットゾーンのいずれにもある可能性があることに注意する。

したがって，欠陥値は，次の式で示される。 

12 % / 72 %＝0.17 

シンボルが正しく復号（例えば，“Code 39”で文字“Start $ M Stop”のように）され，復号容易度の値 V
が，0.58 と計算されたと仮定すると，表 C.1 に示すとおり，図 3 における走査反射率波形について個々の

パラメタのグレード及び走査反射率波形のグレードを決めることが可能である。 

表 C.1－図 3 に示す走査反射率波形に対するグレード 

パラメタ 値 グレード 

復号の判定 － 4.0 

Rmax 82 % － 

Rmin 10 % 4.0 

SC 82 %－10 %＝72 % 4.0 

ΔREmin 76 %－34 %＝42 % 4.0 

MOD 42 % / 72 %＝0.58 2.8 
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欠陥 12 % /72 %＝0.17 3.6 

復号容易度 0.58 3.6 

最低の個々のグレード，つまり，この例では，MOD に対するグレードが 2.8 であるので，走査反射率波

形のグレードも 2.8 である。 

C.2 シンボルの総合グレード 

図 3 で用いたシンボルの 10 回の走査が，次の走査反射率波形グレードであると仮定する。 

2.1，2.1，3.0，3.1，4.0，2.0，2.1，1.9，3.1，2.8 

これらのグレードの算術平均値は，2.62 である。この平均値は，小数点以下第 2 位を切り捨てて 1 桁だ

けとする。すなわち，四捨五入せず第 2 位以降は無視する。例えば，2.699 の場合は，切り捨てて 2.6 とす

る。 

したがって，この例におけるシンボルの総合グレードは，2.6 となる。報告は，次の形式で行うことが望

ましい。 

2.6/05/660 

45°からの 4 方向照明を使用した場合，この報告形式は，次のようになる。 

2.6/05/660/45Q 
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附属書 D 
（参考） 
基材の特質 

D.1 一般 

特定の状況（例えば，バーコードシンボルを含む印刷包装基材の設計又は製造）においては，この規格

に従って試験可能なバーコードシンボルが利用可能になる前に，目的のバーコードアプリケーションに対

して，基材の特性若しくはインクの色又はその両方の適否を評価することが必要である又は望ましいこと

がある。 

D.2 基材の不透明度 

シンボルは，その最終形態（例えば，中が物で満たされている。）で 6.2.3 の反射率パラメタに従って，

グレード付けする。 

最終形態でシンボルの測定ができない場合，次に示す方法で測定したときに基材の不透明度が 0.85 以上

であれば，高コントラストの干渉パターンによる透けの影響は，無視してよい。不透明度が 0.85 未満の場

合，反射率が 5 %以下の均一な暗色面を背面に当てた状態でシンボルを測定することが望ましい。 

基材の不透明度は，次のように計算する。 

R2/R1 

ここで， R1： 反射率 89 %以上の白色面を背面に当てた

基材の試料シートの反射率 
 R2： 反射率 5 %以下の黒色面を背面に当てた

同一の基材の試料シートの反射率 

D.3 光沢 

反射率の測定方法に規定する参照照明条件は，シンボル及び基材の拡散反射を適切に評価しつつ，鏡面

反射を可能な限り排除できることが望ましい。高光沢基材又は入射光及び／若しくは受光光の角度によっ

て拡散反射特性が変化する基材は，参照光学配置を用いて得られるグレードとは異なるグレードとなる場

合がある。 

D.4 オーバーラミネート 

保護ラミネートで覆うことを意図したシンボルは，ラミネートを貼付した状態で測定し，6.2.3 の反射率

パラメタに従ってグレード付けすることが望ましい。ラミネートの接着層を含む厚さは，シンボルの読取

性能への影響を最小化するため，可能な限り薄くすることが望ましい。 

D.5 静的反射率の測定 

D.5.1 一般 



23 
X 0520：0000 (ISO/IEC 15416：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

場合によっては，バーコードを印刷する基材の試料，及びバーコードが印刷される色を再現したカラー

パッチ又はインク試料の静的反射率を測定することが望ましい。次に示す指針は，これに従うことで，シ

ンボルが動的に走査された場合に得られる結果を，通常の条件下で可能な限り精度良く予測する手段を提

供する。 

静的反射率の測定は，アプリケーションに関連し，5.2.2～5.2.4 で規定する光の波長，開口系及び光学的

配置で行うことが望ましい。 

この附属書の要求を満たす反射率測定装置が利用できない場合には，適切な光源を備えた標準光学濃度

計を用いて光学濃度を測定し，その値を反射率に換算してもよい。ここで，濃度（D）と反射率（R）との

関係は，次の式で表される。 

R＝100/10D 

注記 印刷されたシンボルにおいて，シンボルコントラスト，特にエッジコントラストを高精度で予測

することは可能でない。そのため，規定されたグレードの最低値よりも一定の安全余裕度を設け

ることが適切である。 

D.5.2 シンボルコントラストの予測 

SC を予測するには，最終的なシンボルで存在する最大反射率（Rmax）及び最小反射率（Rmin）の領域を

再現した試料に対して反射率の測定が必要である。 

多くのバーコードシンボルにおいて，シンボルのクワイエットゾーン内に Rmax があると推定される。し

たがって，クワイエットゾーンにおける条件を再現するために，Rmax はシンボルが印刷される基材の，少

なくとも直径 10X の標本化領域の中心で測定することが望ましい。 

多くのバーコードシンボルで，シンボル内で最も太いバーに Rmin があると推定される。したがって，実

際に得られる Rminと整合する値を得る可能性が最も高い条件を再現するために，バーの印刷色に一致する，

幅が 2X～3X の帯状領域の中央で反射率を測定することが望ましい。 

SC の予測値 ΔR′SC は，次の式で計算することが可能である。 

ΔR′SC＝Rmax－Rmin 

D.5.3 最小エッジコントラスト ΔREmin 及びモジュレーションの予測 

モジュレーション（MOD）のグレードを評価するために，実際に見つかりそうなエッジコントラストの

最小値を予測する。それには，印刷されたシンボルのエッジコントラストを測定するのが最良である。そ

れが不可能な場合には，隣接するエレメント間で得られる最小の反射率差を再現した試料において反射率

を測定し，ΔREmin を予測する必要がある。多くのバーコードシンボルでは，この条件は，1X 倍幅の明エレ

メントと暗エレメントとが隣接し，その明エレメントの反対側に幅広い暗エレメントがある場合に可能性

が高い。 

この条件を再現するために，バーコードシンボルの印刷色をもつ基材の試料を，図 D.1 に示す形状をも

つマスクとなるように切り出すことが望ましい。 



24 
X 0520：0000 (ISO/IEC 15416：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 

図 D.1－静的反射率測定のためのマスク 

図 D.1 のマスクは，可能な限り薄い基材で作製することが望ましい。ただし，一定の厚さがあるため，

影を生じる場合がある。この影響を最小限に抑えるためには，測定機器の光源を，測定するエレメントの

長手方向と同一直線上に配置することが不可欠である。細い暗エレメント AA 及び細い明エレメント BB
は，それぞれ印刷されるシンボルの X 寸法に等しい幅にすることが望ましく，BB の高さは，少なくとも

20 倍又は 10 mm のいずれか大きい方とすることが望ましい。 

反射率値 Rs の測定は，図 D.1 のマスクをバーコードが印刷される基材及び色の背景の上に配置したとき

に形成される細い明エレメント内で行うことが望ましい。 

反射率値 Rb の測定は，図 D.1 のマスクをバーコードが印刷される基材及び色の背景の上に配置したとき

に形成される細い暗エレメント内で行うことが望ましい。 

エッジコントラストの予測値（ΔR'Emin）は，Rs－Rb で計算が可能である。 

D.2 に詳細を示す不透明度の試験を満たさない基材については，ΔRSC とΔREmin とを予測するための測

定は，反射率が 5 %以下の均一な暗色面を背面に当てた試験試料で行うことが望ましい。次に，反射率が

89 %以上の均一な面を背面に当てた試験試料で同様の測定を行うことが望ましい。静的な SC 及び ΔREmin

の計算値は，試験のために，明るい背景と暗い背景との両方で行い，アプリケーションのために選択され

たグレードの最小値以上とする。 

MOD'の予測値は，ΔR'Emin / ΔR'SC で計算が可能である。 

D.5.4 実測値及び算出値の許容度 

SC 及び ΔREmin の静的値並びにモジュレーションの算出値に対応する全てのグレードは，アプリケーシ

ョンで規定されたシンボルの総合グレードの最小値以上でなければならない。 
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附属書 E 
（参考） 

走査反射率波形及び波形グレードの解釈 

E.1 走査反射率波形の重要性 

走査反射率波形は，典型的なバーコード走査装置からの信号を表す。バーコードリーダで，この信号は

デコーダに到達する前にエッジ検出回路で処理される。 

各種エッジ検出回路が，対象のエレメントを見つけることができるように，次の反射率パラメタを考慮

するのが望ましい。 

－ シンボルの全てのエッジが，全域的しきい値を通過することが望ましい。 

－ シンボルコントラスト，モジュレーション及び最小エッジコントラストは，低すぎないことが望まし

い。 

－ 欠陥及び最小反射率は，高すぎないことが望ましい。 

さらに，復号器が機能できるように，次のパラメタを考慮するのが望ましい。 

－ 復号 

－ 復号容易度 

E.2 結果の解釈 

低いグレードの原因を推定する目的でシンボルを評価する場合，総合グレードだけでなく，各パラメタ

のグレードを確認することが望ましい。パラメタ間にはある程度の相互依存性があるが，代表的な原因と

影響とを次に示す。プロセス制御のために，全走査反射率波形における各パラメタから得られたグレード

を平均することで有用な追加情報が得られることがある。特に，平均バー幅の太り又は細りの測定は，長

時間の印刷作業中におけるプリンタ又は印刷機の性能監視に用いることが可能である。 

バー幅太りでは，次のようになる。 

－ 直接（平均値として）報告してもよい。 

－ EC が低下する。 

－ MOD が低下する。 

－ 復号容易度が低下する。 

・ 規則的な太りではない場合，平均バー幅太りが過度に見えなくても，復号容易度は悪化する。 

・ 規則的な太りの場合，復号容易度は，低下し，かつ，平均バー幅太りは，より大きくなる。 

－ 過度な場合，復号に失敗することがある。 

バー幅細りでは，次のようになる。 

－ 直接（平均値として）報告してもよい。 

－ EC は，初期段階では向上するが，過度になると低下する。 

－ MOD は，初期段階では向上するが，過度になると低下する。 
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－ Rmin が増加することがある。 

－ 復号容易度が低下する。 

・ 規則的な細りではない場合，平均バー幅細りが過度に見えなくても，復号容易度は悪化する。 

・ 規則的な細りの場合，復号容易度は，低下し，かつ，平均バー幅細りは，より大きくなる。 

－ 過度な場合，復号に失敗することがある。 

不規則なエレメントエッジがあると，次のようになる。 

－ 走査反射率波形間で，復号容易度にばらつきが生じる。 

－ 過度な場合，復号に失敗することがある。 

インクのむら（斑）があると，次のようになる。 

－ EC が低下する。 

－ MOD が低下する。 

－ ΔRNmax が増加することがある。 

－ 誤ったエレメントが検出され，復号に失敗することがある。 

ボイド及び／又はスポットがあると，次のようになる。 

－ ERN が大きくなる。 

－ 過度な大きさの場合，誤ったエレメントが検出され，復号に失敗することがある。 

－ エッジ判定に失敗することがある。 

E.3 アプリケーションへのグレードのマッチング 

グレードが異なるシンボルであっても，バーコードシステムの多様な特性，特に次の点に応じて，十分

な実用性能を発揮することがある。 

－ 垂直方向の冗長性 

－ 復号アルゴリズムの許容範囲 

－ 読取り失敗時に操作者による再走査の可能性 

－ 複数の走査線をもった読取装置の利用可能性 

グレードが異なるシンボルであっても，十分な実用性能を発揮することがある。アプリケーション仕様

では，走査環境の特性に適合させるために，許容する最小グレード（開口径，形状及び光源波長又は光源

とともに）を規定することが望ましい。 

総合グレードが 3.5 以上のシンボルは，最良の品質であり，原則として最も信頼性高く機能する。読取

装置がシンボル上を 1 回だけ走査する（読取りに失敗したとき，再走査をする可能性がほとんどない。）場

合，又は固定された 1 本の走査線に限定されているような場合に，このグレードを最小値として指定する

ことが望ましい。 

グレード 2.5～3.5 のシンボルでは，1 本の走査線で読み取る場合，復号のために再走査が必要になるこ

とがある。ほとんどの場合に 1 本の走査線でシンボルを読み取るが，再走査も認められるシステムでは，

最小グレード 2.5 が適切である。 

グレード 1.5～2.5 のシンボルでは，これより高いグレードのシンボルよりも再走査が必要になる可能性
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が高い。安定した読取性能を得るためには，シンボルを横切る複数の走査線を備えた装置を用いるか，又

は頻繁な再走査を試みるシステムを用意することが望ましい。 

グレード 0.5～1.5 のシンボルでは，シンボルを横切る複数の特有の走査線を備えた装置によって読み取

ることが望ましい。このグレードのシンボルの読取りに失敗する読取装置がある可能性がある。したがっ

て，システム設計者は，そのような場合に，代替のデータ入力方法を提供することを考えてもよい。特定

のアプリケーションにおいてこのグレードのシンボルを適用する前に，使用するバーコードリーダでシン

ボルを試験し，その結果が許容範囲内であることを確認することが望ましい。 

グレード 0.5 未満のシンボルは，“復号に失敗する”走査反射率波形の割合が高く，どのような読取装置

でも信頼性がある読取りは難しい。 

E.4 アルファベット式グレード付け 

一部のアプリケーション仕様では，この規格で用いる数値グレード 4.0～0 に対応して，A～D 及び F の

英字によるグレード表記を行っている。 

この方式によるシンボルの総合グレード付けは，表 E.1 に従って行う。 

表 E.1－シンボルの総合グレード付け－数値評価とアルファベット式評価との対比表 

数値の範囲 アルファベット式グレード 

3.5～4.0 A 

2.5～＜3.5 B 

1.5～＜2.5 C 

0.5～＜1.5 D 

＜0.5 F 
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附属書 F 
（参考） 

光源波長選択の指針 

F.1 一般 

5.1 及び 5.2.2 では，実際に用いる読取装置で用いる光源の波長を使って測定することを要求している。

アプリケーション仕様が光源を指定していない場合には（そのような場合が起こることがある。），有効な

測定を可能とし，かつ，結果がそのアプリケーションにおける想定される読取性能を適切に反映すること

を確実にするために，最も妥当な波長を決定するための判断を行う必要がある。 

F.2 波長の違いによる影響 

基材又はバーコードシンボルにおけるエレメントの反射率は，入射光の波長で変化する。黒，青又は緑

で印刷された領域は，可視赤色光を強く吸収する傾向があり（その結果，反射率が低く見える。），一方，

白，赤又はだいだい（橙）の領域は，入射光の大部分を反射する。赤外領域では，エレメントの見掛けの

色は，反射率と全く相関しない。反射率は，使用される顔料特性（例えば，炭素含有率）によって決まる。

633 nm で測定した反射率を基準にして，660 nm 又は 680 nm で測定した場合，結果は，大きく，かつ，十

分に異なり，その差は，シンボルグレードが 1 若しくは 2 グレード，又は一部の感熱紙に印刷されたバー

では，それ以上変化する原因となる可能性がある。 
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附属書 G 
（参考） 

シンボルの走査回数の指針 

バーコードシンボルは，その内容情報対して垂直方向に相当量の冗長性をもたせるように設計されてい

る。局所的な欠陥及びシンボル特性の変動がシンボルの高さ方向に生じる可能性があり，シンボルを横切

る異なる走査線からの走査反射率波形が，著しく異なる結果をもたらす可能性がある。したがって，複数

の走査線での走査反射率波形のグレードを平均することによって，総合的なシンボル品質を評価する。 

5.2.6 に規定するとおり，シンボルごとの最低走査回数は，通常，10 又は測定領域の高さを測定開口径で

除した値のいずれか小さい方とするのがよい。 

製造工程（特に，J.1 に示すような状況）において，上記の欠陥及び変動の発生率が比較的低いことが JIS 
Q 9000 及び関連する規格に従って文書化された公式の品質保証手順を通して明らかにされている場合は，

大量のシンボルの評価工程を簡略化するため，シンボル当たりの走査回数を減らしてもよい。この削減の

詳細は，J.2 を参照。 
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附属書 H 
（参考） 

検証報告書の例 

バーコードシンボルの品質を測定するために設計された検証装置には，幅広い種類がある。表 H.1 に，

これらの装置の一つで作成された報告書の例を示す。表 H.1 の報告書は，直径 0.250 mm の測定開口（参

照番号 10）及び 660 nm の光源を用いて得られたと仮定すると，グレードは，3.0/10/660 と報告するのが望

ましい。 

表 H.1－検証報告書の例 

検証報告書 

測定日（YYYY-MM-DD） 2024-09-17 測定時刻（HH:MM:SS） 16:12:36 

測定開口径 0.25 mm 測定波長 660 nm 

コードタイプ コード 39 復号データ $M 

総合的なシンボルグレード 3.3（B） 走査回数 1 

走査反射率波形解析 

パラメタ 測定値 グレード － 

復号の判定 合格 4.0 － 

Rmax 79 % NA － 

Rmin 2 % 4.0 － 

全域的しきい値 41 % NA － 

シンボルコントラスト 77 % 4.0 － 

最小エッジコントラスト 48 % 4.0 － 

モジュレーション 63 % 3.3 a) － 

欠陥 16 % 3.8 － 

復号容易度 75 % 4.0 － 

PCS 97 % NA － 

平均バー幅太り +3.0 % NA － 

記号説明 
NA：対象外 
注 a) 走査反射率波形グレードを決定するパラメタのグレード 
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附属書 I 
（参考） 

従来の測定方法との比較 

I.1 従来の測定方法 

従来，特定のアプリケーションの規格では，印刷品質の評価に二通りの方法が採用されてきた。この規

格では，利用者，特にシンボルの印刷業者に，従来のパラメタを用いて得られた結果と比較するための助

言が与えられている。それらは，次の二つである。 

a) バーエレメント幅及び特に公称エレメントの寸法からの太り量又は細り量の測定 

b) 反射率値 RL と RD とから得られる PCS 値の計算 

この規格に適合する印刷品質を指定していないアプリケーションにおいてシンボルを使用する場合，こ

れら二つのパラメタは，シンボル品質の評価手順の一部として測定してもよく，特にこれらのパラメタを

シンボル製造における工程管理の目的のために測定することが望ましい（附属書 J 参照）。しかし，それら

が用いている合否判定の基準が読取システムの挙動を反映していないため，この規格のグレード付け方式

からは除外される。それらを測定対象ではあるがグレード付けの対象としない任意のパラメタとして含め

ることの目的は，過去の品質情報を，この規格に規定する方法と関連付けができるようにするためである。 

I.2 PCS とシンボルコントラストの測定値との相関関係 

多数のバーコードアプリケーション仕様は，バーとスペース又は背景とのコントラストを，PCS に基づ

いて評価することを規定している。これらの仕様は，受入れ可能とするための PCS の最小値を定義してい

る。これが，固定値（例えば，PCS,min＝0.75 は，一般的に規定される値）の場合もあるし，ほかでは，PCS,min

自体が，背景反射率の関数である場合もある。 

PCS は，次の方程式で算出される。 
PCS＝(RL－RD)/RL 

ここで， PCS： プリントコントラストシグナル値 
 RL： 明反射率 
 RD： 暗反射率 

注記 対応国際規格には，RL を“背景（スペース）反射率”と，また，RD を“バー反射率”と記載して

いるが，誤りなので 4.1（記号）の定義に従い修正した。 

上記に示した仕様の多くは，RL 及び RD の測定点を規定していない。その結果，PCS の値に一貫性がな

くなるリスクがある。さらに，この規格で定義する波形評価技術は，PCS に基づいた方法よりも，バーコ

ード読取りの特性を忠実に表している。その結果，印刷品質の評価に PCS を用いる場合，良質で信頼性の

高い性能をもったシンボルが，PCS の最小要求事項を満たさないことがあり，また，要求事項を満たした

シンボルを確実に読取りできないこともある。 

しかしながら，RL を Rmax と等しく扱い，かつ，RD を Rmin と等しく扱うことによって，PCS の測定値を

シンボルコントラストの測定値に関連付けることは可能である（ただし，この仮定は，特定の装置による

PCS の実際の測定を必ずしも反映するものではない。）。PCS 及び SC は，次のように相互に算出すること

が可能である。 
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PCS = ΔRSC / Rmax 

ΔRSC = PCS × RL 

注記 PCS が 0.50 未満における走査反射率波形は，この規格の Rmin 試験（6.2.3 参照）に不合格となるの

で，グレードは 0 になる。 

表 I.1 は，Rmax 及び Rmin の代表的な組合せにおける SC 及び PCS の値を示す。表 I.2 は，Rmax の値の範囲

における様々な SC 値及びグレードに対する PCS 値を示す。 

表 I.1－各種反射率組合せに対する SC 及び PCS 

Rmin 
(RD) 

 Rmax (RL) 

90 80 70 60 50 40 30 20 

5 
SC 85 75 65 55 45 35 25 15 

PCS 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.83 0.75 

10 
SC 80 70 60 50 40 30 20 10 

PCS 0.89 0.88 0.86 0.83 0.80 0.75 0.67 0.50 

15 
SC 75 65 55 45 35 25 15 5 

PCS 0.83 0.81 0.79 0.75 0.70 0.63 0.50 0.25 

20 
SC 70 60 50 40 30 20 10 0 

PCS 0.78 0.75 0.71 0.67 0.60 0.50 0.33 0 

25 
SC 65 55 45 35 25 15 5 0 

PCS 0.72 0.69 0.64 0.58 0.50 0.38 0.17 0 

30 
SC 60 50 40 30 20 10 0 0 

PCS 0.67 0.63 0.57 0.50 0.40 0.25 0 0 

注記 太線の右側のセルは，この規格に従った走査反射率波形において，ΔRSC＜20 若し

くは Rmin＞（0.5×Rmax），又はその両方に該当するため，グレード 0 と評価され

る値の組合せを示す。 

表 I.2－各種 SC 及び Rmax（RL）値における PCS 値 
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Rmax SC 
（グレード） 

80 
(4) 

70 
(4) 

60 
(3) 

55 
(3) 

50 
(2) 

40 
(2) 

30 
(1) 

25 
(1) 

20 
(1) 

80 1.0 0.88 0.75 0.69 0.63 0.50 0.38 0.31 0.25 

70 − 1.0 0.86 0.79 0.71 0.57 0.43 0.36 0.29 

60 − − 1.0 0.92 0.83 0.67 0.50 0.42 0.33 

50 − − − − 1.0 0.80 0.60 0.50 0.40 

40 − − − − − 1.0 0.75 0.63 0.50 

30 − − − − − − 1.0 0.83 0.67 

25 − − − − − − − 1.0 0.80 

20 − − − − − − − − 1.0 

注記 太線の右側のセルは，この規格に従った走査反射率波形において，Rmin＞（0.5×
Rmax）に該当するため，グレード 0 と評価される値の組合せを示す。. 

I.3 PCS を併記するアプリケーションに対するグレード付けの指針 

PCS に基づくコントラストの要求事項があり，かつ，この規格に基づいた品質のグレード付けの要求事

項を指定する必要があるアプリケーションでは，次の選択肢を適用してもよい。 

a) 一般に背景反射率が高いシンボルについては，表 I.2，アプリケーションで規定された PCS の最小値，

及びアプリケーションで想定される背景反射率の範囲に基づき，全てのパラメタを対象としたシンボ

ルの総合グレードの最小値を定める。 

b) 背景反射率が低いシンボルを相当数使用できるアプリケーションに対しては（例えば，Rmaxが通常 45 %
未満），シンボルコントラスト以外の全てのパラメタを対象としたグレードの最小値を定めるととも

に，シンボルコントラストに対して a)と同様の基準に基づき別の（より低い）グレードを定める。こ

のグレードの最小値は，低いシンボルコントラストの影響を相殺するため，場合によっては a)に基づ

くグレード付けよりも，僅かに高めにすることが望ましい。 

この規定は，次の場合などに適用される。 

－ アプリケーション仕様において，受入れ可能とするための PCS の最小レベルを定めている。 

－ 低い反射率の背景上にあるシンボルにおいて，許容範囲内での低いレベルのスキャン問題が発生する

が，仕様上の最小の PCS 要求事項を満たしている。 
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附属書 J 
（参考） 

プロセス制御への要求事項 

J.1 一般 

この附属書は，シンボル製造工程で主要な変数を制御するために有用なフィードバック源として，走査

反射率波形の解析方法の適用について記載する。最も重要なものは，エレメント幅の太り又はエレメント

幅の細りで，2 番目に重要なものは，シンボルコントラストである。適用する補正方法は，使用されるシ

ンボルの製造方法に依存するため，この附属書では規定しない。 

J.2 繰返し印刷のためのプロセス制御 

シンボル製造の工程管理を目的として，次の項目が関連する。 

－ 同一の印刷原版又は同様の基材からの同一シンボルの繰返し印刷 

－ 例えば，印刷包装材料の製造において，印刷工程全体を通じて画像領域全体の印刷品質の一貫性を確

保することを目的とした正式な品質保証手順 

次の推奨事項を適用することが可能である。 

－ サンプリング頻度及びサンプル数は，シンボル製造業者の正式な品質保証手順の一部として指定する

ことが望ましく，重大なシンボル品質の逸脱を十分検出できることが望ましい。 

－ 受入可能な最小のシンボルグレードを定義することが望ましい。 

－ 各シンボルに対する最小走査回数は，シンボルの製造工程におけるばらつき及び箇条 6 に従って定義

された受入れ可能な最小グレードに対して，得られたシンボルの総合グレードが，どの程度上回って

いるかに応じて，J.3 に規定するとおり決定することが望ましい。 

この細分箇条で規定する状況において，生産速度でシンボル品質をオンラインで評価するために設計さ

れた装置は，短時間内に連続して製造される複数のシンボルの異なる位置を走査することによって，規定

の走査回数を実行し，得られた走査反射率波形を，同一シンボルに対する複数回の走査結果であるかのよ

うに分析することが可能である。しかしながら，この方法は，検査帯の全ての高さを常にサンプリングす

ることにはならないため，5.2.5 に従って試料を抜き取る方法の完全な代替にはならない。 

J.3 走査回数 

（製造工程又は装置，基材及びその他の材料の特定の組合せによる）初期生産段階における走査回数は，

5.2.6 の規定に従うことが望ましい。箇条 6 に従って定義する受入れ可能な最小グレードに対して，得られ

たシンボルの総合グレードがどの程度上回っているかという観点で，品質の傾向を把握した後は，走査回

数を表 J.1 に示す値まで減らしてもよい。表 J.1 において，“超過グレード値”の列は，得られたグレード

が受入れ可能な最小グレードを上回る程度を表す。 

任意の生産バッチにおける最初の 3 個のシンボルに対する走査回数は，過去の経験に基づき見込まれた

グレード差に基づくことが望ましい。その後は，直近に測定した 3 個のシンボルに対して得られたグレー

ド差の移動平均に基づくことが望ましい。 
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表 J.1－走査回数 

最小許容グレード値 
≧3.5 － ≧2.5 ≧1.5 ≧0.5 

超過グレード値 走査回数 超過グレード値 走査回数 
≧0.2 2 ≧0.4 2 3 3 
≧0.1 3 ≧0.3 3 4 4 
＜0.1 5 ≧0.15 4 6 6 
－ － ＜0.15 5 8 10 

J.4 バー幅偏差 

J.4.1 一般 

平均バー幅太り又は平均バー幅細りの測定は，印刷品質を測定するためのプロセス制御手順の一部とし

て従来から用いられてきた。平均バー幅太り又は平均バー幅細りは，印刷工程の調整を可能とするフィー

ドバックを提供し，その結果，復号容易度及びその他のグレードの改善に直接つながるよう，算出し，寸

法値として直接又は X 寸法（X 寸法が規定されていない場合は，Z 寸法）に対する百分率として表すこと

が望ましい。個々のエレメントの偏差は，復号容易度の評価において考慮されているため，この要素は，

グレード付けしない。 

J.4.2 2 値幅シンボル体系 

2 値幅シンボル体系の場合には，シンボルの実測太細比 N は，次の式で計算する。 
N = (AWB + AWS) / (2 × Z) 

ここで， 
AWB ：太バーの平均値 

AWS ：太スペースの平均値 

Z 寸法は，次の式で計算する。 
Z = (ANB + ANS) / 2 
ここで， ANB： 細バーの平均値 
 ANS： 細スペースの平均値 

キャラクタ間ギャップは，これらの計算に含めない方がよい。 

J.4.3 (n, k)シンボル体系 

(n, k)シンボル体系の場合には，実測 Z 寸法は，次の式で計算する。 
Z = (SAVE)/n 

ここで， SAVE： 各キャラクタの S 値の平均値 

J.4.4 平均バー幅太り又は平均バー幅細り 

いずれのシンボルのタイプでも，平均バー幅太り又は平均バー幅細りは，X 又は Z に対する百分率とし

て次の式で与えられる。 
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G=100×(Σb -Σi )/(X×b) 

ここで， X［及び Z（必要

であれば）］： 
4.1 に規定するとおり（注記参照）。 

 G： バー幅太り（G が負の場合，バー幅細りを表す。） 
 Σb： 実測バー幅の和 
 Σi： 公称バー幅の和（注記参照） 
 b： バーの本数 

注記 上記の式で X が規定されていない場合，X は，Z に置き換えられる。公称バー幅は，X（又は Z）
寸法を基準として，2 値幅シンボル体系では，細バーには 1 を，若しくは太バーには N を乗じて，

又は(n, k)シンボル体系では，バーのモジュール数を乗じて計算される。 

J.5 グレードの平均化 

箇条 6 にも記載したとおり，工程管理を目的として，シンボルにおける全走査反射率波形から求めた各

パラメタグレードの平均値を算出することで，局所的なばらつきの影響を平滑化しつつ，シンボル全体の

特性を把握するための有用な追加情報を得ることが可能である。 

表 J.2 は，このような平均化処理の効果を示している。表中の値は，各パラメタ（バー幅増加を除く。）の

グレードである。 

表 J.2－シンボルの 10 回走査における走査反射率波形のグレード及びパラメタ平均化の例 

パラメタ 走査回数 パラメタ

の平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
復号 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
Rmin 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
SC 4.0 4.0 3.1 2.9 3.5 4.0 3.5 3.3 4.0 3.7 3.6 
ΔREmin 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
モジュレーション 2.3 3.3 3.7 3.6 3.4 2.4 2.2 3.3 3.4 4.0 3.1 
欠陥 3.9 2.9 3.7 3.6 4.0 2.0 3.2 3.0 3.1 2.9 3.2 
復号容易度 3.7 3.7 4.0 3.9 4.0 3.7 3.6 2.8 3.2 3.1 3.5 
走査反射率波形グレード 2.3 2.9 3.1 2.9 3.4 2.0 2.2 2.8 3.1 2.9 2.7 
バー幅増加（%）a) 23 10 7 18 15 23 27 18 20 22 18.3 

注記 各走査反射率波形のグレードは，その走査におけるパラメタグレードの最も低いグレードに基づくた

め，走査反射率波形のグレードの平均値は，表の右端の欄に記載した各パラメタの平均グレードの最小

値とは一致しない。 

注 a) 参考情報であり，グレード付けの対象外である。 

表 J.2 に示す走査反射率波形の分析から，まず，バー幅太りが顕著に生じていることが確認でき，これ

は印刷条件の調整（例えば，熱転写プリンタにおけるヘッド温度の低減又は機械式印刷機における印圧の

低減）によって対応することが望ましい。この太りは，復号容易度に一定の影響を与えている。全ての走

査で正しく復号されてはいるものの，最も厳しい読取環境では，シンボルが不適切となることがあり，再

走査を要することがある。欠陥グレードが低いことは，多数のスポット及びボイドが存在する可能性があ

ること，又は凸版印刷の場合には，バー全体にわたってインクが押し広げられる“つぶれ”の影響によっ

て，バー幅が太くなった可能性があることを示している。これらは，目視でも認められる。 

個々の走査反射率波形のグレードを解析すると，ある程度のばらつきが認められ，シンボルの印刷時の

不均一さ，又はエレメントエッジの不規則さに起因する不均一さの可能性を示唆している。 
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附属書 K 
（参考） 

この規格における主な改正点の説明 

K.1 しきい値計算方法 

この改正版では，最適しきい値を決定するアルゴリズムを導入している。このアルゴリズムは，ISO/IEC 
29158 で採用されているものと同一である。 

K.2 Rmax 及び Rmin の算出方法 

この改正版では Rmax 及び Rmin について，単一の極値ではなく，少数サンプルにおける反射率値の平均値

を用いる手法を導入している。 

K.3 二次元シンボル検証と共通する光学系に関する提案 

近年のアプリケーションでは，二次元シンボル及び一次元シンボルを併用することが一般的なので，両

方のタイプのシンボルに対して 1 台の検証器を使用することが適切である。このため，この改正版では，

アプリケーションに応じて，二次元シンボルの検証において一般的に用いられる 4 方向照明の使用をアプ

リケーション仕様で指定することを推奨している。 

K.4 1.0 未満の“連続”グレード算出及び丸め処理 

旧版（2014 年版）においては，整数値に代えて少数点以下 1 桁までの精度によるグレード値を導入した。

連続グレードに関しては，ISO/IEC TR 24244 を参照。しかし，旧版では，一部のパラメタについてグレー

ド 1.0 未満の計算方法を省略していたため，この改正版では，これを追加記載した。これを，表 2 に示す。

特に，ほとんどの場合，測定値が 0 になる前にグレードが 0 になるかどうかは明確ではなかった。さらに，

この改正版では，グレード値を小数点以下 1 桁に切り捨てる方法について明確化するとともに，その方法

を変更している。特に，算出された補間値以下で最も近い小数点以下 1 桁の値に切り捨てる方法を採用し

ており，（補間値よりも大きい可能性がある）最も近い小数値への数学的な丸めは行わない。したがって，

グレードは，常に算出された補間値以下となる。 

K.5 その他の軽微な変更及び明確化 

一部の旧式の照明条件及び不要な基材特性の記載を削除した。 

また，この改正版では，アプリケーションにおいて，シンボルの X 寸法に応じて開口径を規定してもよ

いと示している。 
  



38 
X 0520：0000 (ISO/IEC 15416：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

参考文献 
 

[1] JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順－第 1 部：ロットごとの検査に対する AQL 指標型

抜取検査方式 

注記 対応国際規格では，ISO 2859-1，Sampling procedures for inspection by attributes－Part 1: 
Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection を記載して

いる。 

[2] JIS Q 9000 品質マネジメントシステム－基本及び用語 

注記 対応国際規格では，ISO 9000，Quality management system－Fundamentals and vocabulary を

記載している。 

[3] JIS X 0521-1 バーコード検証器の適合仕様－第 1 部：1 次元シンボル 

注記 1 対応国際規格では，ISO/IEC 15426-1，Information technology－Automatic identification and 
data capture techniques－Bar code verifier conformance specification－Part 1: Linear symbols を
記載している。 

注記 2 ISO/IEC 15426-1 の最新は 2006 年版で，JIS X 0521-1 の最新 2005 年版は，ISO/IEC 15426-
1 の旧版（2000 年版）に対応したものであるが，参照している許容範囲に関しては，

ISO/IEC 15426-1 の最新版と差異がないので JIS を参考文献とした。 

[4] ISO/IEC 15415，Automatic identification and data capture technique－Bar code symbol print quality test 
specification－Two-dimensional symbols 

注記 最新の ISO/IEC 15415 は 2024 年版であるが，2011 年版に対応する JIS X 0526:2017 情報

技術－自動認識及びデータ取得技術－バーコードシンボル印刷品質の評価仕様－二次元シ

ンボルがある。 

[5] ISO/IEC/TR 24244，Automatic identification and data capture techniques－Bar code print quality test 
specification－Evolution of the grading and measurement of linear symbols in ISO/IEC 15416 

[6] ISO/IEC 29158，Automatic identification and data capture techniques－Bar code symbol quality test 
specification－Direct Part Mark (DPM) 

[7] ISO 3951-1，Sampling procedures for inspection by variables－Part 1: Specification for single sampling plans 
indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a 
single AQL 

[8] ISO 3951-2，Sampling procedures for inspection by variables－Part 2: General specification for single 
sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality 
characteristics 

[9] ISO 3951-3，Sampling procedures for inspection by variables－Part 3:Double sampling schemes indexed by 
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

[10] ISO 3951-5，Sampling procedures for inspection by variables－Part 5: Sequential sampling plans indexed by 
acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation) 

[11] ISO 28590，Sampling procedures for inspection by attributes－Introduction to the ISO 2859 series of standards 
for sampling for inspection by attributes 

 

 




